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１．特別な支援を必要とする子どもの教育・保育について 

～「インクルージョンの理念に基づく保育システム」の構築をめざして～ 

 

（１）課題の整理 

 

特別支援教育ワーキンググループで整理した下記の課題について、「短期」「中・長期」「継続」に

分けて検討を行った。 

 

①相談体制・施設の選択について 

②入園・入所決定などの体制について 

③職員体制や加配職員の配置、専門職等について 

ⅰ）加配職員の配置や職員体制について 

ⅱ）専門職等の指導・助言について 

ⅲ）人材育成や研修について 

④保育内容について 

⑤その他：発達障害やその傾向がある子どもへの対応 

 

 

 

（２）基本的な考え方と審議の方向性 

 
インクルージョンの理念に基づく教育・保育のあり方について、学校園においては、中央教育審議

会で論点整理がなされ、インクルーシブ教育システム（包容する教育制度）の理念とそれに向かって

の方向性が示されており、その中では「特別支援教育を推進していくことは、子ども一人一人の教育

的ニーズを把握し、適切な指導及び必要な支援を行うものであり、この観点から教育を進めていくこ

とで特別な支援を必要とする子どもにも、また支援の必要性を周囲から認識されていないものの学習

面又は行動面での困難を抱えている子どもにも、更には全ての子どもにとっても良い効果をあたえる

ことができるものと考えられる」とされている。 
幼稚園教育要領では「障害のある幼児の指導に当たっては、家庭及び専門機関との連携を図りなが

ら、集団の中で生活することを通して全体的な発達を促すとともに、障害の種類、程度に応じて適切

に配慮すること」、特別支援学校幼稚部教育要領では「幼稚部では、家庭と連携を図りながら、幼児

の障害の状態や発達の程度を考慮し…（略）…生きる力の基礎を育成するよう次の目標の達成に努め

なければならない」とある。 
また、保育所では、児童福祉法第１条に述べられた「全ての児童は、ひとしくその生活を保障され、

愛護されなければならない」という基本的な考え方に基づき、心身に障害のある児童に関して、教育

と福祉の立場からさまざまな配慮がなされてきた。 

保育所保育指針では「障害のある子どもの保育については、一人一人の子どもの発達過程や障害の

状態を把握し、適切な環境の下で、障害のある子どもが他の子どもとの生活を通して共に成長できる

よう、指導計画の中に位置づけること」とある。 
これらのことを踏まえ、すべての子どもの幸せを願う視点に立って、本市の特別な支援を必要とす

る子どもの教育・保育の方向性と具体的な取り組みについて審議を行った。 

１：格差是正・こども支援部会 
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これまでの取り組みについて 

 

  （特別支援教育） 

 

①理念の理解と意識改革 

【成果】特殊教育（障害児教育）から特別支援教育に転換する過程で、教員への研修を実施し、

特別支援教育の理念の理解が深まるとともに、教員の意識改革が進展している。 

【課題】発達障害に関する更なる理解と実践が必要であり、すべての教員で高めていくこと 

が求められる。 

     

②実践の普及 

   【成果】発達障害の子ども達への対応を進めてきた過程で、子どもの実態を把握し、具体的 

な指導法までの理解が浸透するなど、小学校を中心とした実践が幼稚園（公立）に 

も普及している。 

【課題】指導内容の説明を教員や学校が明確な根拠を持ってできるよう「個別の指導計画」 

の作成と教員相互の共有が必要である。また、施設間・教員間の格差を是正するた 

めには、現状を見つめ、望ましい支援のあり方や専門家の派遣、研修の実施等につ 

いて検討する必要がある。 

 

   ③支援システムの構築  

【成果】一人一人の教員の理解が進んでも、それを支えるシステムがなければ着実な実践は 

困難であることから、本市では、特別支援教育支援員や保育補助員制度、西宮専門 

家チームの派遣等の支援システムが構築されている。 

【課題】教育、福祉、医療、保健等の関係機関が一体となった連携組織を構築し、ライフス 

テージに応じた一貫した相談体制の整備及び支援体制の構築が求められる。 

 

 

  （統合保育） 

 

①実践 

【成果】1972 年に厚生省（現・厚生労働省）通知として「心身障害児通園事業実施要綱」 

が出され、翌年、障害児保育が制度化への歩を開始することになった。本市でも、 

1973 年より心身に障害のある児童と障害のない児童を同じ場所で一緒に保育する 

統合保育をスタートさせ、現在に至っている。 

   【課題】様々な子どもの入所があり、個別の状況に応じた専門家の指導援助が必要である。 

低年齢化の一方で、０，１，２歳児クラスでの保育実践の共有が求められている。 

また、よりよい統合保育を実施するためのクラスの人数について、研究が必要である。 

 

②支援体制 

【成果】ケース研究会や実践研究会、自主ケース研究会、新任保育士への障害児保育体験研 

修などの研修会を実施している。また、保育ルーム、家庭保育所で障害児保育研修 

会を実施。全ての認可保育所に保健師が巡回を行い状況の把握を行っている。 

【課題】支援が必要な保育所へ専門家が定期的に巡回指導する体制作りが、喫緊の課題とな 

っている。 

 

 

 

 

  

１：格差是正・こども支援部会 
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（３）段階的な取り組みへの基本姿勢 

   

幼稚園、保育所、就学前の福祉施設、行政等が相互連携し、短期的な課題に対しては、迅速に取り

組めるよう共通理解を図っていく基本姿勢を持ち、課題解決に向けての検討や段階的な取り組みをめ

ざす。 

 

「 短 期 」 …次年度からでも実施可能であると考えられる取り組み 

 

「中・長期」…課題解決に向けての検討が３年程度かかり、漸次実施していく必要があると考え

られる取り組みのほか、国の動向を見据えながら、幼児期におけるインクルーシ

ブ教育システム構築に向けての今後の進め方を長期的に検討し、段階的に実施し

ていくことが望ましいと考えられる取り組み 

   

「 継 続 」 …今まで取り組んできたことを引き続き充実させる取り組み 

 

※ユニバーサル社会づくりで重要なことは、組織を超えて横につながり、生活者の視点から事業者

や行政機関は縦割り意識を取り去って課題を受け止め、横断的に迅速に対処する仕組みづくりが

求められている。また、「支え合いながら共に生きる」という精神を共有し、主体的に、できる

ことから一つひとつ取組を積み重ねていくという意識が重要である。（兵庫県ユニバーサル社会

づくりを進めるにあたっての基本視点より） 

 

 

 

（４）段階的な取り組みの具体案・方向性 

 

①「短期」の取り組み 

■専門職等の指導・助言について 

【課 題】 現在は、各施設や機関がそれぞれで指導・助言体制を築いているため、体制の再構

築が課題である。また、公立・私立、幼稚園・保育所に関係なく、幅広い専門家等に

よる巡回指導や指導・助言を受ける機会の充実が求められている。 

【具体案】 特別支援学校におけるセンター的機能を公立の学校園にとどまらず、地域支援とし

て相談支援対象を私立の学校園や保育所、在家庭等にも拡げ、県立の特別支援学校に

ついても同様に要望していく。また、幅広い専門家等による指導・助言を受ける機会

の充実について、巡回指導体制を整えていくことを目指すとともに、大学が多い本市

の特性から、大学が持つ専門性や研究機能を活用し、大学教員の派遣等、相互連携す

るシステムの構築も検討していく。 
 

 ＊中・長期的には、発達支援の中核施設である児童発達支援センターとして再整備される

西宮市立わかば園において、各種専門職が地域の幼稚園や保育所等に出向く巡回・訪問

型の相談支援（アウトリーチ）による相談・支援・指導などを行っていく。 

 

 

 

 

 

１：格差是正・こども支援部会 
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◆市立西宮養護学校 

発達に課題のある幼児児童生徒が在籍する学校園等の要請に基づき教育相談を行ったり、特別支援教

育に係る研修会等を企画実施したり、本市における特別支援教育の充実を図る。 

【支援内容】来校式教育相談（日常生活や学校生活、発達、教材教具などに関すること） 

 【対応組織】①支援部…専任コーディネーター、自立活動担当者、臨床心理士、作業療法士等 

            ②第２コーディネーター…支援部を除く教職員すべて 

○県立芦屋特別支援学校…発達等で気になる幼児児童生徒の保護者を始めとした地域住民、教職員を対

象に、保育や教育に関する全般的な教育相談を実施。 

    ○県立阪神特別支援学校…発達等で気になることがある幼児児童生徒の保護者を始めとした地域住民や

地域の保育所・幼稚園・学校・福祉団体等の教職員を対象に、保育･教育・進

路に関する全般的な相談を実施。 

    ○県立こばと聴覚特別支援学校…専任の教員がきこえと言葉に関する相談に個別に対応。 

 

 
 

市内 10 大学との地域連携・社会連携という観点から、大学交流センターを通じて、大学交流協議会 

とも講師・アドバイザー等の派遣や人材に関するリストの作成などについて、協議・調整を行っていく。 

 

 

■人材育成や研修について 

【課 題】 引き続き、支援を必要とする子どもの保育に関する理念の周知、保育内容の充実に

向けた研修を実施し、さらに、公立・私立、幼稚園・保育所が共通の理解や認識を深

めていく必要がある。また、実践による保育方法とともに、言語化による保育の継承

や専門家等による定期的な保育内容の評価・検証が求められている。 

【具体案】 市教育委員会が主催する「特別支援教育コーディネーター研修（特別支援教育ネッ

トワーク会議）」を必要に応じて私立幼稚園に案内したり、障害児保育担当の保育士

にも参加を呼びかけるなど、連携した研修システムを検討する。また、建学の精神で

培われた私立学校園の特別支援教育の実践や福祉で育まれた支援計画の作成等、ノウ

ハウの相互交流も検討する。 
なお、これからの教育・保育を担う若い世代の教員や保育士に、保育実践や保育内

容を継承するため、実践記録の作成や研修の一層の充実を図っていく。 

 

＊中・長期的には、子育て総合センターが、児童発達支援センターと連携し、幼稚園・保

育所での取り組みや実践の効果などの情報共有を行うとともに、研究・研修を通じ、幼

稚園・保育所等への支援を行う。 

 

         
     

    （趣旨）特別支援教育体制の構築にあたり、学校園内及び関係機関等との連絡調整や相談窓口、適切 

   な支援等の中心的役割を担う特別支援教育コーディネーターの養成を図る。 

     （対象）市立学校園及び希望する私立幼稚園の特別支援教育コーディネーター、希望する保育所の障害

児担当保育士等 

     （内容例）「特別支援教育・校園内体制」「保護者に寄り添う支援とは」「就学前と義務教育との円滑な連

携～みやっこファイルを活用して～」「就学前機関及び小学校による実践発表及び交流」 

     （西宮市地域自立支援協議会こども部会との連携） 

       教育・福祉・医療・子育て等諸機関がネットワークの構築を図るため、本研修について案内するとと

もに、「みやっこファイルの効果的な活用」「教育と福祉」に関する内容の研修も行う。 
 

※西宮市地域自立支援協議会とは、障害のある人が地域で生活していく上で関係する様々な関係者（保護

者や相談支援事業者、行政など）でメンバーを構成し、障害福祉施策について幅広く意見交換を行い、

障害のある人のニーズを中心とした地域における諸課題について、その解決に向けた方策の検討を行っ

ていくことで、「障害のある人も地域で安心して暮らせるまちづくり」を目指す組織。 

１：格差是正・こども支援部会 

特別支援教育コーディネーター研修≪特別支援教育ネットワーク会議≫について（案） 

特別支援学校におけるセンター的機能（地域支援）について 

大学との連携について 
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②「中・長期」の取り組み 

■相談体制・施設の選択について 

【課 題】 相談窓口の明確化、情報の共有や専門機関へのつなぎなど、関係機関の相互連携の

強化が課題である。子どもや保護者が適切な支援を受けられるようなコーディネート

機能など、乳幼児期からの総合的な相談・支援体制の確立のため、中核的な役割を果

たす、例えば、発達支援センターといった機関が必要と思われる。 

【方向性】 市内には県・市の相談窓口や病院、特別支援学校等の多くの相談機関が存在してい

ることを踏まえ、児童発達支援センターとして再整備される西宮市立わかば園が中核

的な機能を担う。 

      方向性としては、療育の内容や施設の選択につながるコーディネート機能を有する

“特別な支援を必要とする子どもの乳幼児期からの総合的な相談窓口”として、他機

関とのネットワークを構築する中で、初期相談を含めた施設選択の相談・支援体制を

強化していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１：格差是正・こども支援部会 

【現状】特別な支援を必要とする子どもの入園・入所に関する相談の流れ 

保  護  者 

各公立幼稚園 

教育委員会 

(適正就学指

導委員会) 

（公立・民間保育所希望） （私立幼稚園希望） 

入園決定 入園決定 入所決定 

わかば園 

相談窓口 

（公立幼稚園希望） 

療育機関 
(わかば園・北山学園等) 

保育所事業Ｇ 

(入所審査会) 

専門家等 

(各園で実施) 

【将来像】相談窓口の構築イメージ 

児童発達支援センター相談窓口 関係機関 
（保健所、子育て

総合センター、障

害福祉課、西宮こ

ども家庭センタ

ー、大学等） 

 

公立 

幼稚園 

初期相談機能の拡充 

・児童の状況、家庭状況の把握 

・保護者ニーズの把握 

・施設選択肢の提示・相談 

※施設の申込に際し、児童発達支援センター相談窓口を経由することを必須化するものではない 

※児童発達支援センターは当面、入園・入所施設の決定を行わない 

情報共有等 
 

私立 

幼稚園 

 

公立・民

間保育所 

的確なアドバイスに基づいた、 

スムーズな施設選択 

（県）西宮こども 

家庭センター 

入園決定 

こども部(保育所事業Ｇ) 

各公立・民間保育所 

各私立幼稚園 

各公立幼稚園 各私立幼稚園 

療育機関 

保  護  者 
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■入園・入所決定などの体制について 

【課 題】 市全体で幼稚園や保育所の入園・入所を保障するために、加配職員の配置等の仕組

みや基準の整理を行う必要がある。また、入園・入所後の望ましい支援の在り方につ

いて、各関係機関による、より一層の連携が必要である。 

なお、医療的ケアの必要な子どもの入園・入所やその対応については、現在は、医

師法上等からも教員や保育士が医療行為を行うことは原則禁じられているため、医療

関係者の配置など、体制の整備に課題がある。 

【方向性】※「加配職員の配置や職員体制について」の方向性も合わせて記載 

市全体で就学前の子どもの入園・入所を保障していくための枠組みづくりについて、

検討していく必要がある。 
幼稚園における入園基準のあり方について意見交換を行うとともに、児童発達支援

センター等と連携し、幼稚園・保育所の入園・入所判断のための共通尺度の作成につ

いて検討を行う。 
      

入園・入所の希望に対して、例えば「専門機関相当」なのか、「支援(加配)相当」 

         なのか、また、その子どもはどのような支援で集団における保育が可能となるのか 

などの判断が求められるが、その際、統一した尺度のもとに、それぞれの立場に基 

づいた判断が行われるようにしていくことが必要である。 
 
また、特に重度な障害のある子どもに対して、必要に応じて場を別にした保育を実

施するのか、保育の場を統合して加配職員を配置したインクルージョンの保育を展開

するのか、国の動向も踏まえた議論が必要である。 
入園・入所後の支援体制として、加配職員の配置基準や資格基準の設定に向けて整

理を行い、年度途中の入園・入所システムや医療的ケアの必要な子どもへの対応につ

いても、医療職の配置などを含めて検討を行う。現在公立幼稚園で行われている特別

支援学校による巡回相談や西宮専門家チームの派遣に加え、児童発達支援センターに

よる巡回・訪問型の相談支援（アウトリーチ）の活用もあわせて検討していく。 

 

 

 

③「継続」の取り組み 

■発達障害やその傾向がある子どもへの対応について 

【課 題】 保育現場における実態把握や保育指導、専門機関との連携が重要であり、保育者が

子どもの発達課題を的確に理解し、適切な保育を行えるよう、人員体制の充実ととも

に、専門家などによる指導や支援、保育現場における研修等の充実が求められる。 

 また、保護者が氾濫する情報に惑わされることのないよう、適切な情報提供など、

不安や負担を軽減するような支援が必要であり、乳幼児期からの総合的な相談・支援

体制の確立など、その中核的役割を果たす機関が求められる。 

【方向性】 早期対応が大切である発達障害についても、医学等の進歩により早期発見が可能と

なってきていることから、今後においては保護者との連携が大変重要である。 

保護者の中には、幼稚園や保育所に入園・入所してはじめて気付いたり、気付いて

いてもなかなかそれを受入れることができない場合もあるので、相談・診断・療育等 
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の関係機関の支援のもと、保護者の不安や疑問に丁寧に寄り添い、早期の気付きを促

し、支援していく体制を整備する必要がある。 

         人員体制の充実については、文部科学省より特別支援教育支援員の配置・拡充の依

頼がなされていることを踏まえ、今後、全公立幼稚園において、保育補助員制度をよ

り発展させた形で特別支援教育支援員を配置するとともに、私立幼稚園への支援につ

いて、どのような助成が望ましいのか私立幼稚園を交えて検討し、一人ひとりの教育

的ニーズに応じた適切な支援の充実と、特別な支援を必要とする幼児の安定した入

園・入所体制を整備すべきと考える。 
         また、保育所では、民間・公立共に、長時間にわたる保育の中で、子どもの状況に

応じたきめ細やかな支援を実施するため、加配人員の配置（現行では保育士１人に対

し子ども１～５人）のあり方を研究し、配置する必要がある。 
なお、認可外保育所に入所する特別な支援を必要とする子どもと認可外保育所への

支援のあり方についても、検討が必要である。 
 

 

■保育内容について 

【課 題】 支援を必要とする子どもが、集団の中で生活するという経験を得ることで、社会性

や豊かな人間性が培われる一方、自立のための基盤を培う個別の保育の必要もある。

子ども一人ひとりが､よりよく生き、望ましい未来をつくり出す力の基礎を培うため

の保育内容や保育方法を検討していくことが必要である。 

    【方向性】 特別支援教育・保育の理念に基づき、特別な支援を必要とする子どもに対しても、

一人ひとりのニーズに応じた適切な指導と支援を行う必要があり、障害の種類や程度

に応じて、従来の特別支援教育・保育で培ってきた幼児期に行う共に生きる力の基礎

を育成する保育の内容や方法について、維持・継承・発展させていく。 

例えば、個別の「(教育)支援計画」「指導計画」を作成するなど、子どもの的確な

実態把握と課題の明確化を図り、保育場面や日常の行動場面で、計画的・系統的な保

育を展開できるよう、保護者や関係機関と連携していくことが重要である。 

さらに、ライフステージを見通した適切な指導・支援をするためのツールとして「み

やっこファイル」の活用を促進し、幼児の特性を科学的に共通理解して、幼稚園や保

育所、関係機関での一貫性のある教育・保育をめざす。 

 

※「みやっこファイル」とは、保護者や支援者が子どもの成長段階の記録を綴り、

情報を蓄積、共有化していくファイル。発達障害をはじめ支援の必要な子どもの

情報を共有して把握することにより、子どもの成長過程に応じ、途切れることな

く適切な支援ができるようにサポートファイルとして活用する。 
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２．認可外保育施設への支援について 

 

（１）中核市及び近隣都市における認可外保育施設への助成の状況（平成 22 年度） 

初
度
調
弁

運
営
費
等

延
長
・
夜
間
等
保
育

修
繕
費

備
品
・
教
材
購
入

賠
償
責
任
等
保
険
料

職
員
健
診

児
童
健
診

安
全
・
衛
生
費

研
修
費

多
子
減
免

そ
の
他

施
設
あ
て

旭川市 有 ○ 無
函館市 有 ○ 無
青森市 有 ○ ○ 有 ○
盛岡市 無 無
秋田市 有 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 有 ○
郡山市 有 ○ 有 ○
いわき市 有 ○ ○ 無
宇都宮市 有 ○ ○ ○ ○ 無
川越市 有 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 有 ○ ○ ○
船橋市 無 有 ○
柏市 有 ○ ○ ○ 有 ○ ○
横須賀市 有 ○ ○ ○ ○ ○ 無
富山市 有 ○ ○ ○ 無
金沢市 無 無
長野市 無 無
岐阜市 有 ○ ○ ○ ○ 無 ○ ○
豊橋市 無 無
岡崎市 無 無
豊田市 有 ○ 無 ○
高槻市 有 ○ ○ 無 ○
東大阪市 無 無
姫路市 有 ○ 無
奈良市 無 無
和歌山市 有 ○ ○ 無
倉敷市 有 ○ 無
福山市 無 無
下関市 有 ○ ○ ○ 有 ○
高松市 有 ○ ○ ○ ○ ○ 有 ○ ○
松山市 有 ○ ○ ○ ○ 有 ○
高知市 有 ○ ○ ○ 無
久留米市 有 ○ ○ ○ ○ ○ 検討中

長崎市 有 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 無
熊本市 有 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 無
大分市 有 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 有 ○ ○
宮崎市 有 ○ ○ ○ ○ 無
鹿児島市 有 ○ ○ ○ 無
前橋市 有 ○ ○ ○ 有 ○
大津市 無 無
尼崎市 無 無
神戸市 無 無
芦屋市 無 無
宝塚市 有 ○ 無 ○
明石市 有 ○ 無
伊丹市 無 無
川西市 有 ○ 無
三田市 有 ○ 無

全46市 32 3 20 10 2 11 9 15 15 7 7 11 7 3 3 8

施
設
補
助

利
用
者
助
成

市
独
自
の
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基
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自治体名
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（２）平成 22年度指導監査における認可外保育施設からの要望事項等 

 

 

事項区分

助成全般 3件
・認可外保育施設への助成制度を創設してほしい。
・認可外保育施設を含めた待機児童対策を実施してほしい。

経営環境 3件 ・待機児童に関する需要予測が困難で、経営が難しい。

健診 5件

・現状では費用面の問題から年２回の健診実施は困難である。
・認可保育所の待機児童が多く児童の在籍期間が短いため、保護者
  への依頼が徹底しにくい状況がある。
・児童の健康に関することは、認可保育所に通う子どもと差が出な
　いようにすべきである。

研修 3件
・認可保育所保育者向けの研修に参加したい。
・参加しやすいよう、開催日程（日曜等）を検討してほしい。
・研修資料を配付してほしい。

情報・連絡 6件 ・入所児童に関する相談・連絡体制を整備してほしい。

監査基準 3件 （市の監査基準についての問い合わせ）

その他 2件 （その他相談）

計 25件

概  要

認可外保育施設からの要望等について

（平成22年度　監査実施51施設中21施設より）
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（３）他市における認可外保育施設に対する助成制度の例 

 

１．運営費等に対する助成制度の例 

 

  ①条件を満たした認可外保育施設に対する助成 

＜例＞認可外保育施設助成事業（鹿児島市） 

対 象：補助基準を満たす認可外保育施設 

（概ね国の認可外保育施設指導監督基準を満たす施設） 

内 容：運営費補助金：入所児童１人 2,100 円/月、一施設 14,300 円/月 

 
  ②待機児童を受け入れる認可外保育施設に対する助成 

＜例＞認可外保育施設運営補助（三田市） 

対 象：市内の待機児童を預かる認可外保育施設 

内 容：補助基準額 1施設当り基本分 100 千円（年額） 

         加算分 待機児童 1名につき 6 千円（月額）  
 

③特別な保育ニーズを満たす認可外保育施設に対する助成 

＜例＞認可外保育施設における休日保育に対する助成事業（明石市） 

対 象：休日保育を実施する認可外保育施設 

内 容：基本分 8,000 円×休日保育を実施した月数 

（1 ヵ月の休日の半数以上で休日保育を実施した月数） 

加算分 1,800 円×2 人以上の児童を対象に 1 日 4時間を超えて休日保

育を実施した日の日数   
 
  

２．児童健診に対する助成制度の例 

 

①必要金額の一部に対する助成 

＜例＞施設運営費助成（青森市） 

対 象：入所している児童に対して行う健康診断費用 

内 容：施設が、入所している児童に対して行う健康診断に係る費用又は施設

において嘱託医を委嘱する場合に、嘱託医の委嘱に係る費用の一部を

助成するもの。但し、限度額は 88,205 円とする。 
 
  ②施設毎に一定額を助成 

＜例＞認可外保育施設健康診断補助事業（宮崎市） 

対 象：児童の健康診断費用に対する補助 

内 容：健康診断実施園児童数 100 人以下 1 施設 132,800 円/年 

    （100 人以上については、100 人ごとに 13,500 円を加算）  
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 ③児童毎に一定額を助成 

＜例＞入所児童健康診断実施事業（前橋市） 

対 象：継続して入所している児童に対し、少なくとも１年に２回の定期健康

診断を、学校保健法（昭和 33年法律第 56 号）に規定する健康診断に

準じて行うための必要な経費を補助。 

内 容：健康診断を受診した児童数×2,940 円。 

ただし、176,400 円（60 人分）を上限  
 
 

３．利用者に対する助成制度の例 

 

①第３子以降の子どもに対する助成 

＜例＞多子世帯保育料軽減補助金（郡山市） 

対 象：18 歳未満の児童が３人以上いる世帯において、 

第３子以降・認可外保育施設に入所・満３歳未満 

の要件を満たす児童の保護者。 

内 容：月額の保育料×１／２ 又は 10,000 円  

のいずれか低い額の年度合計額 
 

 ②認可外保育施設利用者に対する助成 

＜例＞認可外保育施設通園児補助金（船橋市） 

対 象：保護者のいずれもが就労や介護、疾病等の理由でお子様をご家庭で保

育できない状況が午前7時から午後6時の間で 1日 3時間以上かつ月

15 日以上あり、更に認可外保育施設の利用日数が一月に 15日以上（月

極め保育契約の方）であること 

内 容：保護者の負担保育料の 1/2 とし、 

3 歳以上児 月額 9,000 円、3歳未満児 月額 22,000 円 

を上限とする。 
 

 ③保育料の軽減を目的とした施設に対する助成 

＜例＞駅前認証保育施設補助金（柏市） 

対 象：駅前認証保育施設 

内 容：保育料の軽減に要する費用として、在籍児童の数に 1 月あたり 21,000

円を乗じて得た額 

（※申請時に保育に欠ける児童であることを証する書面の写しが必要） 
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３．子ども・子育ち環境について 

 
≪第１・２回の格差是正・こども支援部会で検討したこと≫ 

 
 
「放課後や休日の遊び場・居場所として、

生きる力の育成につながる、子どもをとり

まく環境のあり方について検討していく」

ことを目的として、幼稚園教育要領・保育

所保育指針をもとにトピック(右表)を洗い

出し、その中から、「豊かな自然環境にふれ

ての遊び」に焦点を当て、検討してきた。 
 
これは、諮問項目「幼稚園と保育所、公立と私立、家庭や地域における子育ての役割について」の

中で、“地域における子育て支援の充実”を検討課題として、考えていくためのものである。 
 
外遊びにおいて自然と触れ合う遊びとそのための環境の開発・整備を、行政ではないＮＰＯ等を中

心に進めていく必要があることが話し合われた。その取り組みとして、 
①子どもたちが自然とふれ合いながら遊べる環境 

②大人が関与しなくても遊べる安全な環境 

③見守る保護者の意識の啓発 

等が必要になり、その際には、子ども中心の視点が最大限重視されるべきことが確認された。「豊か

な自然環境にふれての遊び」について一定の整理ができたので、次に検討するトピックを設定する。 

 

≪次に検討するトピックの候補として≫ 

「豊かな自然環境にふれての遊び」は、「環境」領域に中心をおいた遊びであるが、他の領域やトピ

ックとの関連も多くあると考えられる。そこで、関連するトピック項目について吟味してみると（下表）、

ほぼ全領域にまたがるアプローチであったことが確認できる。 

 

領域等 ト ピ ッ ク 

健康 食生活、生活習慣、運動 

人間関係 異年齢の子ども集団、地域の人とのかかわり 

環境 豊かな自然環境にふれての遊び 

言葉 ふさわしい言葉、文化にふれる 

表現 社会性、コミュニケーションの基礎 

生命の保持 生活リズム、健康増進 

情緒の安定 自発性、探索意欲、自分への自信 

 

 

 

 

領域等 ト ピ ッ ク 

健康 食生活、生活習慣、運動 

人間関係 異年齢の子ども集団、地域の人とのかかわり 

環境 豊かな自然環境にふれての遊び 

言葉 ふさわしい言葉、文化にふれる 

表現 社会性、コミュニケーションの基礎 

生命の保持 生活リズム、健康増進 

情緒の安定 自発性、探索意欲、自分への自信 
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そこで、「豊かな自然環境にふれての遊び」との関連では網羅できなかったトピックとして、 
○「健康」   ：食生活、生活習慣 
○「言葉」   ：ふさわしい言葉、文化にふれる 
○「生命の保持」：生活リズム 

が挙げられる。 
これを、発達の項目と養護の項目に整理し、以下のようにトピックとして設定するとともに、関連す

る遊び、関連するキーワードや取組例を以下のように洗い出してみた。なお、４つのトピックについて

も、「豊かな自然環境にふれての遊び」と同様、他の領域やトピックと多くの点で関連すると考えられ

る。 
 

 

①食生活にかかる取り組み 

趣 旨 安心して食べる、みんなと食べる楽しさを味わう体験を通しての望ましい食習慣の形成 

あそび 

野菜の収穫、花や野菜の水やり、球根・野菜の苗植え 

絵本読み、ごっこ遊び、ままごと遊び 

春を見つける、花のジュースつくり、色水遊び、染色遊び 

造形遊び、粘土遊び、泥団子づくり、砂・土や水の感触遊び 

キーワード 給食、お弁当、一緒、食欲、給食、お箸、偏食、おやつ、クッキング、マナー、肥満 

取組例 
・計画的・組織的な啓発活動の構築（拠点組織の立ち上げ） 

・西宮市としての望ましい食生活についての提案 

 

②ふさわしい言葉にかかる取り組み 

趣 旨 
自分の思いを出したり、人とのつながりをつけたりするための相手を意識したコミュニケーシ

ョン力の形成 

あそび 
絵本読み、カード遊び 

正月遊び、小動物、ごっこ遊び、ままごと遊び 

キーワード 絵本、あいさつ、わらべうた、伝達、文字、聞く、やさしい、相手、折り合い 

取組例 
・絵本広場や読み聞かせ機会の情報環境整備 

・会話を促す遊びの開発や遊び場の整備 

 

③文化にふれる取り組み 

趣 旨 伝統的な文化にふれたり、お話の世界に入り込んだりして子どもの取り巻く世界の拡充 

あそび 

正月遊び、鬼ごっこ、だるまさんがころんだ、雪遊び、縄遊び、はねつき、折り紙 

絵本読み、ごっこ遊び、ままごと遊び 

春を見つける、染色遊び、野菜の収穫、造形遊び 

キーワード 伝承遊び、童謡、異文化、絵本、行事、季節、言語化、地域、交流、アウトリーチ 

取組例 
・体験を構成できる人材バンクや素材バンクなどの整備 

・伝統的な文化や異文化に特化した絵本広場や読み聞かせ機会の整備 

 

④生活習慣・生活リズムにかかる取り組み 

趣 旨 自分でできることを増やし、集団生活の一員であり主体者である習慣や技能の獲得 

あそび ままごと遊び、体操、小動物、花や野菜の水やり 

キーワード 
家庭、無理強い、自律、しつけ、聞く、座る、走る、あいさつ、片付け、自己責任、協働、感

謝、手洗い、うがい、着替え、食事、排泄、集団生活 

取組例 
・冊子作り、学習会、各機関の一体化や各機関の取り組みの整理 

・西宮市としての発達段階ごとの生活習慣の指標の作成とアピール 
 

１：格差是正・こども支援部会 
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１．適正配置に関連する情報の整理について 

 

（１）ブロック分け 

適正配置部会で整理されたとおり、幼保小の連携ブロックに基づく大・中・小の３つのレベルでブロ

ック分けを行い、それを元に検討を行うこととしています。 

ここでは、小ブロックの地図および小学校区の対比表を示します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ブロック毎の今後 10 年の児童数及び保育需要の推計および、子育て関連施設の配置と状況につい

ては、以下の（２）、（３）で示します。 

 

小ブロック 小学校区 

浜脇 

西宮浜 

香櫨園 
①浜脇１ 

用海 

津門 

今津 ②浜脇２ 

南甲子園 

鳴尾 

甲子園浜 ③鳴尾１ 

鳴尾東 

高須 
④鳴尾２ 

高須西 

上甲子園 

春風 

鳴尾北 
⑤上甲子園 

小松 

夙川 

北夙川 

苦楽園 
⑥大社１ 

甲陽園 

安井 

大社 ⑦大社２ 

神原 

広田 

上ヶ原 ⑧広田１ 

上ヶ原南 

平木 

瓦木 ⑨広田２ 

深津 

甲東 

段上 ⑩甲東１ 

段上西 

樋ノ口 

高木 ⑪甲東２ 

瓦林 

山口 
⑫山口 

北六甲台 

名塩 

東山台 ⑬塩瀬 

生瀬 

２：適正配置部会 

塩瀬 

山口 

大社１ 

大社 

２ 

浜脇１ 

浜脇 

２ 

上甲子園 

鳴尾１ 

鳴尾 

２ 

甲東１ 

甲東２ 

広田２ 

広田 

１ 
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（２）今後 10 年の児童数及び保育需要の推計について 

 

 

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33

0～2歳 1,590 1,481 1,406 1,372 1,342 1,312 1,283 1,262 1,247 1,239 18.8% 20.1% 21.5% 22.8% 24.2% 25.5% 26.8% 28.2% 29.5% 30.8% 需要 739 749 756 764 759 763 776 791 806 823

3～5歳 1,717 1,692 1,645 1,576 1,468 1,401 1,368 1,336 1,304 1,276 25.6% 26.6% 27.6% 28.6% 29.6% 30.6% 31.6% 32.6% 33.6% 34.6% 供給 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630

計 3,307 3,173 3,051 2,948 2,810 2,713 2,651 2,598 2,551 2,515 22.3% 23.6% 24.8% 25.9% 27.0% 28.1% 29.3% 30.4% 31.6% 32.7% 過不足 -109 -119 -126 -134 -129 -133 -146 -161 -176 -193

0～2歳 1,167 1,134 1,076 1,049 1,024 997 972 950 935 924 20.5% 21.7% 22.9% 24.1% 25.4% 26.6% 27.8% 29.0% 30.3% 31.5% 需要 573 589 603 617 623 621 626 633 639 647

3～5歳 1,136 1,133 1,139 1,129 1,096 1,043 1,016 992 966 941 29.4% 30.3% 31.3% 32.2% 33.1% 34.1% 35.0% 36.0% 36.9% 37.8% 供給 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475

計 2,303 2,267 2,215 2,178 2,120 2,040 1,988 1,942 1,901 1,865 24.9% 26.0% 27.2% 28.3% 29.4% 30.4% 31.5% 32.6% 33.6% 34.7% 過不足 -98 -114 -128 -142 -148 -146 -151 -158 -164 -172

0～2歳 783 751 713 683 654 629 609 594 580 567 19.3% 20.5% 21.7% 23.0% 24.2% 25.4% 26.6% 27.9% 29.1% 30.3% 需要 349 354 353 354 354 351 351 352 354 356

3～5歳 828 805 771 742 711 674 646 619 597 577 24.0% 24.9% 25.7% 26.6% 27.5% 28.4% 29.3% 30.1% 31.0% 31.9% 供給 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436

計 1,611 1,556 1,484 1,425 1,365 1,303 1,255 1,213 1,177 1,144 21.7% 22.8% 23.8% 24.8% 25.9% 26.9% 28.0% 29.0% 30.1% 31.1% 過不足 87 82 83 82 82 85 85 84 82 80

0～2歳 533 514 462 449 436 425 416 404 391 377 21.4% 22.6% 23.9% 25.1% 26.4% 27.6% 28.9% 30.1% 31.4% 32.6% 需要 322 322 339 326 324 309 310 309 308 307

3～5歳 499 482 526 480 463 416 404 392 381 372 41.8% 42.6% 43.5% 44.3% 45.2% 46.1% 46.9% 47.8% 48.6% 49.5% 供給 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

計 1,032 996 988 929 899 841 820 796 772 749 31.2% 32.3% 34.3% 35.1% 36.0% 36.7% 37.8% 38.8% 39.9% 41.0% 過不足 -22 -22 -39 -26 -24 -9 -10 -9 -8 -7

0～2歳 1,633 1,607 1,496 1,473 1,443 1,414 1,390 1,373 1,358 1,352 17.0% 18.2% 19.4% 20.6% 21.8% 23.0% 24.2% 25.4% 26.6% 27.8% 需要 696 727 740 753 774 766 783 799 815 835

3～5歳 1,760 1,762 1,765 1,706 1,686 1,568 1,542 1,510 1,479 1,456 23.8% 24.6% 25.5% 26.4% 27.2% 28.1% 28.9% 29.8% 30.7% 31.5% 供給 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695

計 3,393 3,369 3,261 3,179 3,129 2,982 2,932 2,883 2,837 2,808 20.5% 21.6% 22.7% 23.7% 24.7% 25.7% 26.7% 27.7% 28.7% 29.7% 過不足 -1 -32 -45 -58 -79 -71 -88 -104 -120 -140

0～2歳 1,448 1,399 1,299 1,263 1,232 1,205 1,179 1,157 1,143 1,134 11.7% 13.0% 14.2% 15.5% 16.7% 18.0% 19.3% 20.5% 21.8% 23.0% 需要 432 456 477 493 506 509 524 540 556 574

3～5歳 1,677 1,659 1,674 1,622 1,560 1,451 1,413 1,380 1,349 1,321 15.7% 16.5% 17.4% 18.3% 19.2% 20.1% 21.0% 21.9% 22.8% 23.7% 供給 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294

計 3,125 3,058 2,973 2,885 2,792 2,656 2,592 2,537 2,492 2,455 13.8% 14.9% 16.0% 17.1% 18.1% 19.2% 20.2% 21.3% 22.3% 23.4% 過不足 -138 -162 -183 -199 -212 -215 -230 -246 -262 -280

0～2歳 984 941 868 833 804 782 761 743 731 720 19.4% 20.7% 21.9% 23.2% 24.4% 25.7% 26.9% 28.2% 29.4% 30.7% 需要 443 438 434 422 424 417 420 424 430 436

3～5歳 1,116 1,039 1,001 905 867 798 767 741 720 699 22.6% 23.5% 24.4% 25.3% 26.2% 27.1% 28.0% 28.9% 29.8% 30.8% 供給 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612

計 2,100 1,980 1,869 1,738 1,671 1,580 1,528 1,484 1,451 1,419 21.1% 22.1% 23.2% 24.3% 25.4% 26.4% 27.5% 28.6% 29.6% 30.7% 過不足 169 174 178 190 188 195 192 188 182 176

0～2歳 903 853 829 802 779 755 735 718 707 698 18.8% 20.1% 21.4% 22.7% 23.9% 25.2% 26.5% 27.8% 29.1% 30.4% 需要 400 410 415 421 422 427 431 437 442 450

3～5歳 1,038 1,038 992 962 913 887 858 833 807 787 22.1% 23.0% 23.9% 24.8% 25.7% 26.6% 27.5% 28.4% 29.3% 30.2% 供給 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285

計 1,941 1,891 1,821 1,764 1,692 1,642 1,593 1,551 1,514 1,485 20.6% 21.7% 22.8% 23.9% 24.9% 26.0% 27.1% 28.2% 29.2% 30.3% 過不足 -115 -125 -130 -136 -137 -142 -146 -152 -157 -165

0～2歳 875 836 809 794 779 763 747 731 718 706 17.6% 18.9% 20.1% 21.4% 22.7% 24.0% 25.2% 26.5% 27.8% 29.0% 需要 331 348 363 375 378 383 391 397 404 411

3～5歳 696 723 736 730 696 672 658 643 629 616 25.4% 26.3% 27.2% 28.1% 29.0% 29.9% 30.8% 31.7% 32.5% 33.4% 供給 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449

計 1,571 1,559 1,545 1,524 1,475 1,435 1,405 1,374 1,347 1,322 21.1% 22.3% 23.5% 24.6% 25.6% 26.7% 27.8% 28.9% 30.0% 31.1% 過不足 118 101 86 74 71 66 58 52 45 38

0～2歳 1,033 983 884 847 814 789 770 756 746 740 15.4% 16.6% 17.9% 19.1% 20.4% 21.6% 22.9% 24.1% 25.4% 26.6% 需要 421 420 421 409 409 396 399 404 411 420

3～5歳 1,202 1,128 1,114 1,006 958 858 821 790 765 747 21.8% 22.7% 23.6% 24.5% 25.4% 26.3% 27.2% 28.1% 29.0% 29.9% 供給 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405

計 2,235 2,111 1,998 1,853 1,772 1,647 1,591 1,546 1,511 1,487 18.8% 19.9% 21.1% 22.1% 23.1% 24.0% 25.1% 26.1% 27.2% 28.2% 過不足 -16 -15 -16 -4 -4 9 6 1 -6 -15

0～2歳 1,299 1,179 1,048 1,010 980 951 927 906 891 883 16.0% 17.2% 18.4% 19.7% 20.9% 22.1% 23.4% 24.6% 25.8% 27.1% 需要 512 505 502 487 477 463 469 476 485 496

3～5歳 1,573 1,494 1,459 1,311 1,188 1,059 1,021 989 961 938 19.3% 20.2% 21.1% 22.0% 22.9% 23.8% 24.7% 25.6% 26.5% 27.4% 供給 352 352 352 352 352 352 352 352 352 352

計 2,872 2,673 2,507 2,321 2,168 2,010 1,948 1,895 1,852 1,821 17.8% 18.9% 20.0% 21.0% 22.0% 23.0% 24.1% 25.1% 26.2% 27.2% 過不足 -160 -153 -150 -135 -125 -111 -117 -124 -133 -144

0～2歳 392 387 398 392 386 380 375 368 362 355 17.7% 19.0% 20.2% 21.5% 22.7% 24.0% 25.3% 26.5% 27.8% 29.0% 需要 173 184 195 199 204 214 219 224 229 233

3～5歳 416 431 430 418 413 423 416 410 405 399 24.8% 25.7% 26.5% 27.4% 28.3% 29.1% 30.0% 30.9% 31.7% 32.6% 供給 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210

計 808 818 828 810 799 803 791 778 767 754 21.4% 22.5% 23.6% 24.6% 25.5% 26.7% 27.7% 28.8% 29.9% 30.9% 過不足 37 26 15 11 6 -4 -9 -14 -19 -23

0～2歳 668 647 609 582 560 542 527 512 497 490 13.0% 14.1% 15.3% 16.4% 17.5% 18.7% 19.8% 21.0% 22.1% 23.3% 需要 201 210 216 219 224 226 229 233 238 243

3～5歳 834 815 796 756 730 690 660 638 620 601 13.7% 14.6% 15.5% 16.3% 17.2% 18.0% 18.9% 19.7% 20.6% 21.5% 供給 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195

計 1,502 1,462 1,405 1,338 1,290 1,232 1,187 1,150 1,117 1,091 13.4% 14.4% 15.4% 16.4% 17.4% 18.3% 19.3% 20.3% 21.3% 22.3% 過不足 -6 -15 -21 -24 -29 -31 -34 -38 -43 -48

※地域不明 供給（※） 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

0～2歳 13,308 12,712 11,897 11,549 11,233 10,944 10,691 10,474 10,306 10,185 17.2% 18.4% 19.7% 20.9% 22.2% 23.4% 24.7% 25.9% 27.2% 28.4% 需要 5,592 5,712 5,814 5,839 5,878 5,845 5,928 6,019 6,117 6,231

3～5歳 14,492 14,201 14,048 13,343 12,749 11,940 11,590 11,273 10,983 10,730 22.8% 23.7% 24.7% 25.6% 26.5% 27.4% 28.3% 29.2% 30.2% 31.1% 供給 5,373 5,373 5,373 5,373 5,373 5,373 5,373 5,373 5,373 5,373

計 27,800 26,913 25,945 24,892 23,982 22,884 22,281 21,747 21,289 20,915 20.1% 21.2% 22.4% 23.5% 24.5% 25.5% 26.6% 27.7% 28.7% 29.8% 過不足 -219 -339 -441 -466 -505 -472 -555 -646 -744 -858

※待機児童解消計画で挙げられている地域未定の保育所をここでは計上している。

保育需要推移予想
（H22実績→H33予想値が直線的に推移すると仮定）

保育需給状況の将来予測（0～5歳全体）

⑬塩瀬

⑤上甲子園

⑥大社１

⑦大社２

⑧広田１

①浜脇１

②浜脇２

児童数推計

③鳴尾１

④鳴尾２

合計

⑨広田２

⑩甲東１

⑪甲東２

⑫山口
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（３）ブロックごとの子育て関連施設の配置と状況 

名称
認可
定員

H23
在園
者数

名称
認可
定員

H23
在園
者数

名称
H23
在所
者数

名称
H23
在所
者数

名称
H23
在所
者数

名称 定員

浜脇児童館 浜脇幼稚園 350 99 いるか幼稚園 260 308 建石保育所 90 〔90〕 109 なぎさ保育園 70 〔70〕 77 森下家庭保育所 5 〔5〕 4 保育施設わらべ 7

用海幼稚園 70 61 香櫨園幼稚園 300 259 浜脇保育所 120 〔120〕 129 かえで保育園 60 〔60〕 60 くまのこ保育ルーム 5 〔5〕 5 なかよし保育ルーム阪神西宮園 22

朝日愛児館＜移管対象＞ 50 〔50〕 55 めばえの子保育園（分園） 30 〔30〕 32 みんなげんき虹っ子保育所 30

用海保育所 60 〔60〕 78 幸和園保育所南園（分園） 30 〔30〕 28 西宮こもれびキンダーガーデン 32

西宮YMCA保育園 60 〔60〕 69 保育所パステルの森 45

ゆめっこ保育園 50 〔50〕 58 関西インターナショナルスクール芦屋校 100

ピッコロ４　保育ルーム 40

（小計） 420 160 （小計） 560 567 （小計） 320 〔320〕 371 （小計） 300 〔300〕 324 （小計） 10 〔10〕 9 （小計） 276

津門児童館 今津幼稚園 100 51 こばと幼稚園 250 215 今津文協保育所＜移管対象＞ 60 〔90〕 96 ちどり保育園 60 〔60〕 71 保育ルームバンビ 5 〔5〕 0 保育所　すこやか 40

南甲子園幼稚園 70 61 こひつじ幼稚園 160 130 今津南保育所 60 〔80〕 85 みどり園保育所 90 〔90〕 111 保育所ちぴっこランド西宮今津園 25

浜甲子園健康幼稚園 120 98 津門保育所 90 〔90〕 108 津門川町保育園（H24.4新設） 60 〔60〕 0

（小計） 170 112 （小計） 530 443 （小計） 210 〔260〕 289 （小計） 210 〔210〕 182 （小計） 5 〔5〕 0 （小計） 65

鳴尾児童館 浜甲子園幼稚園 245 49 西光幼稚園 120 95 鳴尾保育所 120 〔120〕 124 西宮夢保育園 45 〔45〕 60 たけのこ家庭保育所 11 〔11〕 6 ラビキッズワールドららぽーと甲子園教室 30

武庫川女子大学「子育てひろば」 鳴尾東幼稚園 140 54 松風幼稚園 220 257 鳴尾東保育所 70 〔80〕 86 武庫川女子大学附属保育園 90 〔90〕 91 都市型保育園ポポラー兵庫武庫川園 45

光明幼稚園 600 475 浜甲子園保育所 90 〔90〕 107

武庫川女子大付属幼稚園 105 99

（小計） 385 103 （小計） 1045 926 （小計） 280 〔290〕 317 （小計） 135 〔135〕 151 （小計） 11 〔11〕 6 （小計） 75

高須児童センター 高須西幼稚園 140 54 睦幼稚園 480 361 高須西保育所 120 〔120〕 111 パドマ保育園 60 〔60〕 72

高須東保育所 120 〔120〕 127

（小計） 140 54 （小計） 480 361 （小計） 240 〔240〕 238 （小計） 60 〔60〕 72 （小計） 0 〔0〕 0 （小計） 0

◆甲子園口６丁目保育園 春風幼稚園 140 65 上甲子園幼稚園 280 264 学文殿保育所 90 〔90〕 109 甲子園保育所 150 〔150〕 153 中田家庭保育所 5 〔5〕 1 保育所＆幼児教室　ピュア・チャイルド甲子園 40

鳴尾北幼稚園 140 61 甲子園口幼稚園 180 242 瓦木みのり保育所 130 〔130〕 145 甲子園口６丁目保育園（H25.4新設） 0 〔120〕 0 保育所わいわいランドにしのみや東園 37

小松幼稚園 210 54 甲子園東幼稚園 160 130 小松朝日保育所 120 〔120〕 132 保育ルームあゆみ園 10

甲子園二葉幼稚園 120 126 鳴尾北保育所＜移管対象＞ 60 〔80〕 91 MOMO Kid's 保育ルーム 15

つぼみ幼稚園 200 220 保育所ちびっこランド阪神甲子園 31

花園幼稚園 110 23

（小計） 490 180 （小計） 1050 1005 （小計） 400 〔420〕 477 （小計） 150 〔270〕 153 （小計） 5 〔5〕 1 （小計） 133

夙川学院短期大学「しゅくたん広場」 夙川幼稚園 140 66 苦楽園口幼稚園 120 144 北夙川保育所 120 〔120〕 133 夙川宝保育園 30 〔30〕 35 ぽっぽ保育ルーム 5 〔5〕 5 夙川プリスクール 208

越木岩幼稚園 140 59 神戸海星女子学院マリア幼稚園 300 244 善照マイトレーヤ保育園（H24.11新設） 79 〔79〕 0 チャイルドフレンズミュウミュウ 20

甲陽幼稚園 240 269 樋之池町保育園（H24.4新設） 60 〔60〕 0 パンプキンガーデン夙川園 26

チャイルドルームこどもの森 40

ピッコロ５　保育ルーム 30

西宮幼児アカデミー保育園 30
インターナショナルスクールTREE HOUSE夙川

校
34

みんなげんき松ヶ丘虹っ子保育所 20

食育プリスクール　カマン 35

たんぽぽハウス 13

（小計） 280 125 （小計） 660 657 （小計） 120 〔120〕 133 （小計） 169 〔169〕 35 （小計） 5 〔5〕 5 （小計） 254

大社児童センター 大社幼稚園 170 138 夙川短大附属幼稚園 260 173 大社保育所 120 〔120〕 133 安井保育園 90 〔90〕 105 すずらん家庭保育所 5 〔5〕 0 ゆめ保育園 12

子育て総合センター あおぞら幼稚園 105 59 松秀幼稚園 242 219 安井さくら保育園（分園） 50 〔50〕 65 すくすく保育ルーム 4 〔4〕 3 チャイルドスクール苦楽園 30

みそら幼稚園 80 94 ニコニコ桜保育園 60 〔60〕 69 保育ルームにこにこ 4 〔4〕 4

安井幼稚園 240 258 夙川夢保育園（分園） 60 〔60〕 71 保育ルームポニー 4 〔4〕 1

幸和園保育所 120 〔150〕 125 そらいろ保育ルーム 5 〔5〕 3

マーヤ保育園 60 〔60〕 67

（小計） 275 197 （小計） 822 744 （小計） 120 〔120〕 133 （小計） 440 〔470〕 502 （小計） 22 〔22〕 11 （小計） 42

関西学院子どもセンター「さぽさぽ」 上ヶ原幼稚園 210 63 くるみ幼稚園 80 100 甲東北保育所 90 〔90〕 104 月影保育所 60 〔60〕 59 保育ルームまっきー 5 〔5〕 3 保育所ちぴっこランド西宮ひろた園 20

関西学院聖和幼稚園 300 225 聖和乳幼児保育センター 120 〔120〕 136 保育ルーム木の実 5 〔5〕 2

仁川幼稚園 135 99 保育ルームchouchou 5 〔5〕 2

広田幼稚園 210 299

（小計） 210 63 （小計） 725 723 （小計） 90 〔90〕 104 （小計） 180 〔180〕 195 （小計） 15 〔15〕 7 （小計） 20

むつみ児童館 瓦木幼稚園 140 75 西宮公同幼稚園 120 182 芦原保育所 120 〔120〕 123 なでしこ保育園 60 〔60〕 70 保育ルームたんぽぽ 5 〔5〕 2 はらっぱ保育所 35

阪急幼稚園 160 179 むつみ保育所 90 〔90〕 107 幸和園保育所（分園） 60 〔60〕 61 保育ルームうさぎ 5 〔5〕 2 キンダーキッズインターナショナルスクール 109

和光幼稚園 120 169 瓦木北保育所 90 〔90〕 107 保育ルームすみれ 5 〔5〕 5 コナミスポーツクラブ本店西宮アネックス 100

保育ルームれんげ 5 〔5〕 5 家庭保育園「はじめのいっぽ」 11

保育ルームつくし 4 〔4〕 4 保育所ちびっこランド阪急北口園 30

保育ルームぽぷら 5 〔5〕 3

（小計） 140 75 （小計） 400 530 （小計） 300 〔300〕 337 （小計） 120 〔120〕 131 （小計） 29 〔29〕 21 （小計） 285

段上児童館 門戸幼稚園 140 93 一里山幼稚園 120 123 段上保育所 120 〔120〕 122 都市型保育園ポポラー西宮甲東園 38

甲東幼稚園 100 118 新甲東保育園 90 〔90〕 113 チャイルドケアハウス　トット 20

段上幼稚園 320 330 あんず保育園 45 〔45〕 49 アクティブラーニングスクール甲東園 32

仁川学院マリアの園幼稚園 350 184 ひかり保育園 90 〔90〕 99

段上認定こども園きりん園 60 〔60〕 28

（小計） 140 93 （小計） 890 755 （小計） 0 〔0〕 0 （小計） 405 〔405〕 411 （小計） 0 〔0〕 （小計） 90

つぼみの子保育園「つぼみのひろば」 高木幼稚園 175 144 甲子園学院幼稚園 420 181 上之町保育所 100 〔100〕 130 一麦保育園 150 〔150〕 177 虹の子家庭保育所 8 〔8〕 1 ポレ・ポレ西宮北口ベビールーム 20

すずらん幼稚園 120 77 西北夢保育園（分園） 60 〔60〕 69 保育ルームMAMA 5 〔5〕 4 ポレ・ポレ西宮北口キッズルーム 20

西宮甲武幼稚園 160 175 つぼみの子保育園 20 〔20〕 20 保育ルームKIDS 4 〔4〕 4 保育所　なかよし 17

武庫川幼稚園 200 189 日野町保育園（H25.4新設） 0 〔80〕 0 保育ルームBABY 5 〔5〕 0 リッツナーサリースクール 15

（小計） 175 144 （小計） 900 622 （小計） 100 〔100〕 130 （小計） 230 〔310〕 266 （小計） 22 〔22〕 9 （小計） 72

山口児童センター 山口幼稚園 140 72 幸幼稚園 265 306 船坂保育園 50 〔50〕 41 ちびっこ天国 30

やまよし保育園 120 〔160〕 143

（小計） 140 72 （小計） 265 306 （小計） 0 〔0〕 0 （小計） 170 〔210〕 184 （小計） 0 〔0〕 （小計） 30

塩瀬児童センター 名塩幼稚園 140 57 東山幼稚園 365 219 名塩保育園 60 〔60〕 53 ひまわり家庭保育所 8 〔8〕 6 保育ルームチャイ・ランド　生瀬園 30

生瀬幼稚園 140 50 東山ぽぽ保育園 45 〔45〕 45 保育ルームチャイ・ランド　名塩園 45

東山ぽぽ保育園（分園） 45 〔90〕 55

（小計） 280 107 （小計） 365 219 （小計） 0 〔0〕 0 （小計） 150 〔195〕 153 （小計） 0 〔0〕 6 （小計） 75

地域未定 保育ルーム（新設7箇所） 0 〔35〕

合計 3245 1485 8692 7858 2180 〔2260〕 2529 2719 〔3034〕 2759 124 〔159〕 75 1417

認可外保育施設

定員
〔H25見込〕

公立幼稚園 民間保育所私立幼稚園 家庭保育所・保育ルーム公立保育所

定員
〔H25見込〕

定員
〔H25見込〕

③鳴尾１

④鳴尾２

①浜脇１

子育て支援拠点小ブロック

②浜脇２

⑬塩瀬

⑤上甲子園

⑥大社１

⑦大社２

⑧広田１

⑨広田２

⑩甲東１

⑪甲東２

⑫山口
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２．適正配置の考え方について 

 

（１）地域に必要な子育てに係る機能 

平成 22 年度の適正配置部会における議論において、地域に必要な子育てに関する機能として、下記

のような機能が挙げられています。第３回（11 月 29 日）・第４回（12 月 27 日）の適正配置部会では、

このうち、⑤の「公的機能」を軸に検討を行いました。 

 

① 保育所機能（０～５歳児の長時間保育機能） 

② 幼稚園機能（３～５歳児の短時間保育機能） 

③ 地域や家庭における子育て支援機能 

④ 発達支援機能 

⑤ 公的機能 

⑥ 幼児教育に関する研修、研究機能 

 

 

（２）公立施設に求められる役割について 

第３回、第４回適正配置部会では、公立施設（公立保育所・公立幼稚園）に求められる機能・役

割について審議を行いました。 

公立施設の役割として、①セーフティネット機能、②情報共有・連携拠点機能という二つの考え

方について審議いたしましたが、地域全体で子どもの教育・保育を担うという意味では、公立施設

だけでなく、公と民が互いに協働しながら公的機能を担うものと考えられます。 

その意味で、公的機能として、公・民が協働して 

「すべての子どもが教育・保育を受ける機会を保障する」 

ことが必要であると考えられます。 

 そして、その「保障」のあり方については、第５回適正配置部会（1 月 27 日）で検討を行うこと

となりました。 

 

 

 ＜第５回適正配置部会での検討内容につきましては別途配布資料＞ 

 

 

 

 

 

３．認可外保育施設の活用について 

 

 認可外保育施設の活用について、第５回適正配置部会（1 月 27 日）でとり上げることとしています。 

 

 ＜第５回適正配置部会での検討内容につきましては別途配布資料＞ 

 

２：適正配置部会 


